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TAC出版 

科目 P 行等 改正前 改正後 

健保 

Part2 

12 

(12) 

アの問題 

下から 

３行目～ 

平均額の12分の１に相当する額に達

するまでは、当該事業年度の剰余金

の額を準備金として積み立てなけれ

ばならない。 

平均額の12分の１に相当する額並び

に当該事業年度において行った子ど

も・子育て支援納付金の納付に要し

た費用の額の12分の１に相当する額

を超えない範囲内において当該年度

における保険者の子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用を勘案

して厚生労働大臣が内閣総理大臣と

協議して定める額とを合算した額に

達するまでは、当該事業年度の剰余

金の額を準備金として積み立てなけ

ればならない。 

Part2 

13 

(13) 

アの 

確認して

みよう！

下から 

２行目～ 

平均額の12分の１に相当する額とを

合算した額に達するまでは、当該事

業年度の剰余金の額を準備金として

積み立てなければならないとされて

いる。 

平均額の12分の１に相当する額並び

に当該事業年度において行った子ど

も・子育て支援納付金の納付に要し

た費用の額の12分の１に相当する額

を超えない範囲内において当該年度

における保険者の子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用を勘案

して厚生労働大臣が内閣総理大臣と

協議して定める額とを合算した額に

達するまでは、当該事業年度の剰余

金の額を準備金として積み立てなけ

ればならないとされている。 

Part2 

36 

(36) 

Ｄの問題 

１行目 

開設者である 開設者（医療法の規定による都道府

県知事の要請を受け、これに応じな

かった者を除く。）である 

 

以 上 


